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教職員のワーク・ライフ・バランスについて 

 

１ 現状と課題 

県教育委員会は、平成 17 年に「教職員の総勤務時間縮減に係る指針」を策定

し、以降、三重県教育ビジョンに「教職員の働きやすい環境づくり」を掲げ、公

立学校のすべての教職員の勤務状況を把握し、業務の簡素化・効率化を図るなど

様々な取組を進めてきましたが、総勤務時間の縮減にはつながっていません。ま

た、平成 28年度に実施された国の調査においても、教職員の週勤務時間は 10年

前と比較して中学校で約５時間、小学校で約４時間増加しています。 

教育ニーズが多様化する中において、よりよい教育活動を実践するためには、

教職員が健康で意欲を持って子どもたちと向き合うことが大切です。また、教職

員同士が互いに協力し合える組織風土づくりを進め、教職員のワーク・ライフ・

バランスを実現するため、実効性ある取組を継続して展開していくことが課題と

なっています。 

 

２ 「教職員の働き方改革」に係る県教育委員会のこれまでの取組 

（１）教職員の勤務状況の把握 

○ 県立学校教職員は平成 18年度から三重県立学校過重労働対策報告システ 

ムへ各教職員が入力、小中義務教育学校教職員は平成 24年度から自己申  

告制によって校長が取りまとめて市町等教育委員会へ報告 

○ 各小中義務教育学校のデータは市町等教育委員会が取りまとめ、県教育 

委員会へ報告し、県教育委員会は県全体の時間外労働時間と休暇取得日数 

を把握 

 【教職員１人あたりの月平均時間外労働時間】         （時間／月） 

  H24 H25 H26 H27 H28 

小学校 21.23 23.03 23.36 24.10 25.27 

中学校 37.73 38.32 39.55 40.19 40.68 

県立学校 17.60 17.60 17.61 18.27 18.34 

   ⇒本県教職員の時間外労働時間は増加傾向にある。 

【教職員１人あたりの年平均休暇取得日数（特別休暇を含む）】  （日／年） 

  H24 H25 H26 H27 H28 

小学校 21.01 21.32 18.88 19.74 19.11 

中学校 17.93 17.69 15.83 15.88 15.95 

県立学校 19.53 20.77 19.91 19.88 20.58 

 

 【教職員の主な時間外労働の要因（県立学校）】 

学校運営 部活動 教科活動 学級活動 その他 

34.9％ 29.5％ 24.8％ 14.5％ 2.0％ 

  ※県立学校の過重労働対象者に対する調査。複数回答。 
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（５）学校現場における業務改善（文部科学省モデル事業）の推進 

○ 総勤務時間縮減の目標値や取組項目を定めた県教育委員会の業務改善ポ

リシーを策定 

○ 業務改善担当者会議や研修会を開催し、効果的な取組を市町教育委員会に

共有 

○ 「チームとしての学校」をテーマとした実証研究の実施 

 

（６）部活動ガイドラインの策定 

  ◯ 公立中学校及び県立高等学校の部活動運営の適正化に向けて、指導の充実、

休養日の設定等について基本的な事項、留意点をまとめたガイドラインを年

度内に策定 

   （ガイドライン中間案のポイント） 

    ① 休養日の設定 

     【中学校】 

 １週間のうち、２日は休養日を設定する。（うち１日は土曜日または

日曜日とする。） 

     【高等学校】 

１週間のうち、１日は休養日を設定する。（土曜日または日曜日の１

日とする。） 

      ※部の活動状況（大会等）により、休養日が設定できない場合は、必ず違う曜

日に休養日を設定（代替日）する。 

    ② 活動時間の設定 

     【中学校】 

 平日は、２時間以内とする。 

     【高等学校】 

平日は、３時間以内とする。 

【中・高等学校】 

週休日および休日（長期休業期間を含む）に活動する場合は、４時

間以内とする。 

       ※やむを得ない事情から活動時間を延長する場合は、活動計画等により、校長の

承認を得るようにする。 


